
生駒市条例第１５号 

 生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月２８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の１８の項の次に次のように加える。 

１８ 
の２ 

指定 地 域 密着
型サ ー ビ ス事
業者 又 は 指定
地域 密 着 型介
護予 防 サ ービ
ス事 業 者 指定
申請手数料 

介護保険法(平成９年法律第１
２３号)第７８条の２第１項の
規定による指定地域密着型サ
ービス事業者の指定又は同法
第１１５条の１２第１項の規
定による指定地域密着型介護
予防サービス事業者の指定の
申請(当該申請に係る事業所の
所在地が本市の区域内にある
ものに限る｡)に対する審査 

１件につき３０，０
００円 

１８ 
の３ 

指定 地 域 密着
型サ ー ビ ス事
業者 又 は 指定
地域 密 着 型介
護予 防 サ ービ
ス事 業 者 指定
更新 申 請 手数
料 

介護保険法第７８条の１２に
おいて準用する同法第７０条
の２第１項の規定による指定
地域密着型サービス事業者の
指定の更新又は同法第１１５
条の２１において準用する同
法第７０条の２第１項の規定
による指定地域密着型介護予
防サービス事業者の指定の更
新の申請(当該申請に係る事業
所の所在地が本市の区域内に
あるものに限る｡)に対する審
査 

１件につき１１，０
００円 

１８ 
の４ 

指定 居 宅 介護
支援 事 業 者指
定申請手数料 

介護保険法第７９条第１項の
規定による指定居宅介護支援
事業者の指定の申請に対する
審査 

１件につき３０，０
００円 

１８ 
の５ 

指定 居 宅 介護
支援 事 業 者指
定更 新 申 請手
数料 

介護保険法第７９条の２第１
項の規定による指定居宅介護
支援事業者の指定の更新の申
請に対する審査 

１件につき１１，０
００円 

 別表第１備考を次のように改める。 

備考 



１ １８の２の項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密

着型介護予防サービス事業者指定申請手数料については、２以上の指定地

域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者に係

る指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域

密着型介護予防サービス事業者の事業を同一の事業所において一体的に運

営しようとする場合に行われる同種のサービスに係る申請は、１件とす

る。 

２ 前項の規定は、１８の３の項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料について

準用する。 

３ ２２の項の屋外広告物に関する許可申請手数料における１件とは、形

状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。 

別表第３の２の項の(2)中「５３０，０００円」を「５７０，０００円」に、

「８３０，０００円」を「８８０，０００円」に、「１，０１０，０００円」を

「１，０７０，０００円」に、「１，１２０，０００円」を「１，２００，００

０円」に、「１，４２０，０００円」を「１，５２０，０００円」に、「１，６

６０，０００円」を「１，７８０，０００円」に、「３，８８０，０００円」を

「４，０７０，０００円」に、「５，１００，０００円」を「５，３４０，００

０円」に、「６，２９０，０００円」を「６，４９０，０００円」に、「１，１

３０，０００円」を「１，１８０，０００円」に、「１，３４０，０００円」を

「１，４１０，０００円」に、「１，５００，０００円」を「１，５８０，００

０円」に、「１，８３０，０００円」を「１,９４０，０００円」に、「２，１

４０，０００円」を「２，２６０，０００円」に、「４，３５０，０００円」を

「４，５５０，０００円」に、「５，５７０，０００円」を「５，８２０，００

０円」に、「６，７７０，０００円」を「７，０７０，０００円」に、「５，７



５０，０００円」を「５，９３０，０００円」に、「７，２５０，０００円」を

「７，４７０，０００円」に、「１０，７００，０００円」を「１０，９００，

０００円」に改め、同表の６の項の(1)中「４１０，０００円」を「４２０，０

００円」に、「５４０，０００円」を「５６０，０００円」に、「７００，００

０円」を「７３０，０００円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円

」に、「１，０４０，０００円」を「１，０９０，０００円」に、「１，６００

，０００円」を「１，６６０，０００円」に、「１，８２０，０００円」を「１

，９００，０００円」に、「２，０３０，０００円」を「２，１２０，０００円

」に、「４９０，０００円」を「５３０，０００円」に、「６３０，０００円」

を「６８０，０００円」に、「９９０，０００円」を「１，０３０，０００円」

に、「１，３１０，０００円」を「１，４１０，０００円」に、「１，７２０，

０００円」を「１，７８０，０００円」に、「３，３２０，０００円」を「３，

４３０，０００円」に、「４，０６０，０００円」を「４，１９０，０００円」

に、「４，６５０，０００円」を「４，８００，０００円」に、「９，１００，

０００円」を「９，３２０，０００円」に、「１２，４００，０００円」を「１

２，６００，０００円」に、「１７，０００，０００円」を「１７，３００，０

００円」に改め、同表の７の項中「３１０，０００円」を「３２０，０００円」

に、「４３０，０００円」を「４６０，０００円」に、「７２０，０００円」を

「７５０，０００円」に、「９６０，０００円」を「１，０２０，０００円」

に、「１，２１０，０００円」を「１，３００，０００円」に、「２，９５０，

０００円」を「３，１５０，０００円」に、「３，６２０，０００円」を「３，

８７０，０００円」に、「４，１７０，０００円」を「４，４６０，０００円」

に、「２，６６０，０００円」を「２，６９０，０００円」に、「３，１９０，

０００円」を「３，２３０，０００円」に、「４，７９０，０００円」を「４，

８３０，０００円」に改める。 



附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


